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　今月は、淡輪小学校の須川校長先生にお話をうかがいました。
　淡輪小学校は、電車通学するこどもたちもいるなど、町内
一児童数が多いこともあって非常に防犯意識が高く、また、ボラン
ティアの方も町内一たくさんいらっしゃるそうです。
　人数が多いため、みなさんに連絡事項がある場合の情報の伝達が難し
いことが、以前から問題だったそうです。
　そこで利用したのが、「学校だより」でした。こどもたちの下校時刻を
入れ、ボランティアのみなさんにも配ってお知らせする方法です。スク
ールガードリーダーの川島さんは町内を巡回する際、「学校だより」をボ
ランティアのみなさんに届け、各ボランティアさんとのコミュニケーシ

こどもたちの安全を守る！

★学校安全ボランティアは随時募集しています。くわしくはお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼登録・問合せ　生涯学習課　☎ 492− 2715
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ョンを図るとともに、通学路で危険な箇所がないかなどを確認し、常に情報を提供してくださっており、
こどもたちが安全に安心して通学できるように気を配っていただいています。また、急な下校時間の変
更などのお知らせについては、町内でいち早くメールでの情報配信を行っていて、以前に比べて数段情
報伝達が速くなり、それにボランティアのみなさんが迅速に対応してくださっています。
　また、淡輪小学校には、「キューピーグループ」という、お年寄りのみなさんが楽しく過ごしてもら
おうと地域で頑張っているこどもたちがいます。ボランティアのみなさんは、送迎など活動のサポート
にもご協力いただいています。
　たくさんのボランティアのみなさんは、登下校するこどもたちの名前を覚えてくれ、常にあいさつを
して声かけを行うなど、川島さんを要として、今日もこどもたちの安全を守ってくださっています。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府後期高齢者医療広域連合では、平成 22 年度から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被保険者を対象に 26,000 円を限度として人間ドック受診
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　費用の一部助成事業をはじめます。
　申請については、４月１日から市区町村窓口で受け付けますので、４月以降に受診された人間ドックの領
収書、検査結果通知書、被保険者証、口座情報のわかるもの、印かんをご持参ください。（支給は後日とな
ります。）
　ただし、申請は、同じ年度で一回限りです。また、人間ドックを受診された方は、
健康診査を受ける必要はありません。
※人間ドックを受診された方は、申請されるまでの間、領収書等を大切に保管願います。
▼問合せ　大阪府後期高齢者医療広域連合給付課　☎ 06 － 4790 － 2031
　　　　　役場　保険年金課　後期高齢者医療担当　☎ 492 － 2705

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府後期高齢者医療広域連合では、平成 22 年度から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被保険者を対象に 26,000 円を限度として人間ドック受診
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　費用の一部助成事業をはじめます。

人間ドック費用の一部助成について

　岬町には、平成 21年 4月 1日現在で 161 人 ( 教育長を含む ) の職員
が勤務し、保健福祉、土木、教育、健康等の住民生活に関わるさまざまな
分野で行政サービスを行っています。これらの職員の給与は、地方公務員
法に基づき国家公務員及び民間準拠を原則に条例・規則を制定し支給され
ています。また、現在財政状況の悪化により職員給与の減額措置を進めて
いるところです。
　このような中、住民のみなさまに広くその内容を理解していただくため
に、町職員の給与や町議会議員の報酬などについて次のとおり公表します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

岬町の人事行政の
運 営 等 の 状 況 に
ついて

( 概要版 )

区分 住民基本台帳人口 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率
（Ｂ／Ａ）

（参考）
19 年度の人件費率

20 年度 18,351 人 6,466,762 千円 21,232 千円 1,589,004 千円 24.6％ 22.0％

■人件費の状況（普通会計決算） （人口はＨ21.3.31現在）

※人件費には当別職に支給される給料・報酬などを含みます。

区分 職員数（Ａ） 給　与　費 一人当たり給与費
（Ｂ／Ａ )給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

20 年度 151 人 602,727 千円 82,278 千円 258,050 千円 943,055 千円 6,245 千円

■職員給与費の状況（普通会計決算）

※職員手当には退職手当は含みません。給与費は予算計上額です。

（Ｈ21.4.1現在）

区分 一般行政職 技能労務職
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

岬町 340,700 円 393,932 円 44.5 歳 285,200 円 308,485 円 41.8 歳
国 325,521 円 41.5 歳 285,548 円 49.2 歳

■職員の平均給料月額・平均給与月額の状況

※給与月額は各種手当などを含みます。

区分 給料・報酬月額 期末手当
町長 539,000 円 平成 20 年度支給割合

６月期　2.125 か月
12 月期　2.325 か月
計　　　4.450 か月副町長 529,000 円

■特別職の報酬等の状況 （Ｈ21.4.1現在）
区分 給料・報酬月額 期末手当
議長 340,000 円 平成 20 年度支給割合

６月期　2.125 か月
12 月期　2.325 か月
計　　　4.450 か月

副議長 310,000 円
議員 300,000 円

▼問合せ　秘書人事課　☎ 492－ 2769
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平成22年度から保険料率が変わります
　平成２２年２月の大阪府後期高齢者医療広域連合議会で審議され、平成２２・２３年度の保険料
率が次のとおり決定されました。

大阪府の平成 22・23 年度の保険料率について

保険料（年額）
※限度額　50万円

被保険者均等割額
被保険者１人当たり

49,036 円

所得割額
被保険者の所得×所得割率

9.34％
＝ +

　年金収入のみの方でその年金収入が 330 万円未満の場合、被保険者の所得は、
　　　「年金収入額－120万円（公的年金等控除額）－33万円（基礎控除額）」
という形で算出されます。なお、計算結果がマイナスの場合は０円とします。（※遺族年金等の非課税年金
は上記でいう「年金収入額」には含みません。）

保険料の軽減について

所得の判定区分 軽減割合
軽減後の被保険者
均等割額（年額）

世帯（同一
世帯内の被
保険者と世
帯主）の総
所得金額等

基礎控除額（33万円）まで

当該世帯の被保険者全員
の各所得（ただし、公的
年金等控除額は 80 万円
として計算する）

０円 9割 4,903 円

０円でない ８．５割 7,355 円

【基礎控除額（33万円）＋24.5万円×被保険者数（被保険者である
世帯主を除く）】まで

５割 24,518 円

【基礎控除額（33万円）＋35万円×被保険者の数】まで ２割 39,228 円

世帯の所得水準に応じて保険料の被保険者均等割額（49,036 円）
が軽減されます。

○所得割額の賦課対象者のうち、所得割額算定にかかる被保険者の所得が 58 万円以下（年金収入のみの場
合は、その収入が 211 万円以下）の方については、所得割額が５割軽減されます。
○後期高齢者医療制度に加入する前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険等の被扶養者であっ
た方については、当分の間所得割額は課されず、被保険者均等割額が９割軽減されます。

障害のある方へ
　65 歳から 74 歳の方で、申請により大阪府後期高齢
者医療広域連合が次のような一定の障害があると認定
された方は、認定を受けた日から後期高齢者医療の被
保険者となります。
　なお、障害の程度の詳細は、役場保険年金課までお
問い合わせください。
▼一定の障害の程度
○国民年金法等における障害年金：１級及び２級
○身体障害者手帳：１級、２級、３級及び４級の一部
○精神障害者保健福祉手帳：１級及び２級
○療育手帳：A

▼問合せ
◎制度全般に関すること
　大阪府後期高齢者医療広域連合　事務局
　○保険料、被保険者資格、被保険者証等に関すること
　　資格管理課　☎ 06− 4791 − 2028
　○給付事務、保健事業(健康診査)、医療費通知、レセ
　プト点検に関すること
　　給　付　課　☎ 06− 4790 − 2031
　○事務局庶務、予算編成・経理、広域連合議会、広報
　広聴に関すること
　　総務企画課　☎ 06− 4790 − 2029
◎保険料の納付、その他各種届出に関すること
　　役場　保険年金課　☎ 492− 2705

【後期高齢者医療制度に関するお知らせ】
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ます。また、年度の途中から年
金からの天引きを開始する方に
ついては、年金からの天引きが
開始されるまでの間、これまで
どおり納付書又は口座振替でお
支払いいただきます。
▼納付書又は口座振替でお支払
いいただく方
　65 歳に到達した方や、年金
から天引きできない方は、納付
書又は口座振替で介護保険料を
お支払いいただきます。既に、
65 歳になっている方は４月上
旬頃に、年度途中で 65 歳にな
る方は年齢到達の翌月中旬頃ま
でに「介護保険料額決定通知書」

（６月までは「介護保険料額仮
算定通知書」）を送付します。
　年金から天引きが開始になる
場合は事前にお知らせします。
▼問合せ
　高齢福祉課　介護保険係　
　　　　　　　☎ 492―2703

その他
◆町営住宅入居者募集
▼募集住宅及び戸数
○緑ヶ丘住宅
　３戸（３Ｋ・３DK）
▼応募者資格
　次のすべての条件を満たす方
①現在、住宅に困窮している方
※持ち家のある方は、原則とし
て申し込みできません。
②基準日現在から引き続き岬町
内在住または在勤の方
※基準日は、申込日の1ヶ月前です。
③現に同居者がある方
※ただし、単身の方でも公営住
宅法の単身入居者資格に該当す
れば申し込みできます。詳しく
はお問い合わせください。

④岬町営住宅条例で規定されて
いる収入基準に適合する方
⑤家賃の支払い能力のある方
⑥連帯保証人のある方
⑦応募者及び同居者が暴力団員
でない方
※暴力団員とは暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法
律第２条第６号に規定する者を
いいます。
▼入居予定日　
　入居決定からおおむね２か月
経過後
▼応募期間
　４月19日（月）～12月17日（金）
◆申込用紙の配付窓口
　応募期間中に配付します。
○事業課　開発建築係　　　　
　　　　　☎ 492 － 2736
　（午前９時～午後５時 30 分）
○岬町人権多奈川地域協議会　
　　　　　☎ 492 － 3270
　　　　（午前９時～午後５時）
○岬町人権淡輪地域協議会　　
　　　　　☎ 494 － 1508
　　　　（午前９時～正午）
※ただし、いずれも土日・祝日
は除きます。　　
▼問合せ・応募先
　事業課　開発建築係
　　　　　　☎ 492 － 2736
　（執務時間内のみ対応可）

◆労働基準監督官採用試験
▼職種・人数
　法文系　約 100 名

戸別所得補償モデル対策が４月からスタートします！
　自給率向上のポイントとなる麦・大豆・米粉用米・飼料用米など
の生産拡大を促す対策（自給率向上事業）と水田農業の経営安定を
図るために恒常的に赤字に陥っている米の生産に対して補てんする
対策（米のモデル事業）をセットで行います。
　詳しくは、大阪農政事務所までお問い合わせ下さい。
　　　▼大阪農政事務所　☎ 06 － 6943 － 9691( 代 )

水田農家のみなさんへ！

　理工系　約 20 名
▼職務内容
　労働基準法、労働安全衛生法
などの法令に基づいて、あらゆ
る業種の事業場への立ち入りや、
労働条件の確保・向上、労働者
の安全や健康の確保。また、不
幸にして労働災害にあわれた方
に対する労災補償業務
▼受検資格
　昭和 56 年 4 月 2 日～平成元
年 4 月 1 日に生まれた人、また
は、平成元年 4 月 2 日以降に
生まれた人で大学を卒業した人

（卒業見込み・人事院が同等の
資格があると認める人を含む）
▼第 1 次試験日　6 月 13 日（日）
▼場所　大阪市ほか 15 都市
▼受付期間
　４月 1 日（木）～ 14 日（木）
▼問合せ　大阪労働局
　　　　☎ 06 － 6949 － 6485

4 月 1 日から労働基準法が
一部改正されます
▼改正点
　時間外労働に対する割増賃金率
の引上げ、代替休暇制度の創設及
び時間単位年休制度の創設
くわしくは、お近くの労働基準監
督署にお問い合わせください。な
お、　改正法の概要は、厚生労働
省及び大阪労働局ホームページ
（http://www.osaka-rodo.
go.jp）でも御覧いただけます。
▼大阪労働局・労働基準監督署
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◆国民年金保険料の退職
　（失業）による特例免除
　20 歳以上 60 歳未満の方が会社
を退職 ( 失業 ) されたときは、国
民年金保険料の納付が必要となり
ますが、退職（失業）により保険
料を納めることが困難な場合に
は、本人の申請によって保険料
を免除される「特例免除制度」
が設けられています。
　特例免除制度は、申請する年
度または前年度において退職 ( 失
業 ) された方が対象で、申請者
本人、配偶者及び世帯主の所得
のうち、本人の所得を除いて審
査を行い、保険料の納付が免除
されます。ただし配偶者、世帯
主に一定以上の所得があるとき
は、保険料の免除が認められな
い場合があります。
　なお、免除承認期間の年金額に
ついては、保険料が納付された場
合と比較して２分の１となります。
　また、免除承認期間中にケガや
病気で障害や死亡といった不慮の
事態が発生した場合、障害の状態
に応じて障害年金が、死亡された
場合は遺族 (「子のある妻」と

「子」) の方に遺族基礎年金が支給
されます。( 不慮の事態が発生す
るまでの国民年金の加入期間の３
分の２以上の期間について、保険
料を納付、免除又は猶予されてい
ること、もしくは事故の直前の１

年　　金

年間に保険料の未納がないことが
必要です。)
▼手続き方法
　保険年金課または貝塚年金事
務所へ「国民年金保険料 ･ 免除
猶予申請書」を提出してくださ
い。（郵送による手続き可）
▼添付書類
①年金手帳または基礎年金番号
がわかるもの（納付書等）
②雇用保険受給資格者証、離職
票等の失業したことを確認でき
る公的機関の証明の写し
③認め印 ( 本人が署名する場合
は不要 )
▼問合せ
　貝塚年金事務所　☎431－1122
　役場保険年金課　☎492－2705

国民年金の保険料が
改正されます

　平成 22 年４月から月々の保険
料が 440 円引き上げられ、次のよ
うに改正されます。
●平成21年度
　　　月額14,660円

↓
●平成22年度
　　　月額15,100円
▼問合せ　貝塚年金事務所　　
　　　　　　　☎ 431 － 1122

福　　祉
◆障がい福祉サービス等
　の利用者負担が軽減さ
　れます
　４月１日より、次の事業につ
いて、非課税世帯の利用者負担
額が０円になります。
①障がい福祉サービス事業
②補装具給付事業
③移動支援事業
④日中一時支援事業

⑤日常生活用具給付事業
　事業のうち、①、③、④で既
に給付を受けられている方に対
しては通知します。また、②、
⑤で給付を受けられる方は、４
月１日からの支給より適用します。
▼問合せ　地域福祉課
　　　　　　☎ 492 － 2700
　　　　　ＦＡＸ 492 － 5814

高齢福祉
◆ 65 歳以上の介護保険
　料について
　平成 22 年度の介護保険料は、
個人や世帯の課税状況や合計所
得額により所得段階が決定しま
すので、所得段階が決定するま
では介護保険料を仮算定した額
でお納めいただきます。「介護
保険料額決定通知書」は所得が
確定する７月頃に発送します。
●既に年金から天引きされてい
る方
　２月と同じ介護保険料額を４
月及び６月の年金支給時に天引
きします。なお、保険料は仮算
定額となりますので、所得段階
が確定後、８月の年金の支給時
に差額を調整します。なお、「介
護保険料額仮算定通知書」は送
付しませんので、ご了承ください。
●年金から天引きが開始する方
　介護保険料を納付書又は口座
振替によりお支払いの方のうち、
年金保険者から通知のあった方
については年金からの天引きを
開始します。なお、対象者の方
には「特別徴収開始通知書」を
送付します。
　保険料は仮算定額となります
ので、所得段階が確定後、８月
の年金の支給時に差額を調整し

納期限の翌日から納付の日まで
延滞税がかかります。
▼問合せ　泉佐野税務署
　　　　　　　☎ 462―3471　

（番号案内に従い「２」を選択
してください。）
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◆町税の減免に関するお知
　らせ

　生活保護法に基づく生活扶助
を受けていたり、災害による被
害を受けた場合に、ご本人の申請
により税の減免を受けられる制度
があります。
●町民税
○生活保護を受けている方
○災害による被害を受けた方
○当該年に所得が皆無になり、
生活が著しく困難となった方
●固定資産税
○生活保護を受けている方
○災害による被害を受けた方
○高齢者や収入が少ない方で、
次の要件すべてに該当する方
　◎所有者が 65 歳以上、３級
　を含む特別障害者、寡婦・寡
　夫のいずれかに該当する方
　◎所有者及び生計を一にする
　家族全員の個人町民税が非課
　税であること
　◎自己居住用以外の土地・家
　屋を所有していないこと
　◎家屋の床面積が 70㎡以下
　であること
　◎固定資産税の年税額が５万
　円以下であること
●軽自動車税
○身体障害者等が所有する場合
○生計を一にする家族が所有し、
障害者のために使用する場合
　※一台のみ。普通自動車との
重複減免は受けられません。

　以上の減免を受けられる場合
は、各税目ごとの減免申請書に
必要事項を記入し、納期限の７
日前までに提出してください。
　なお、減免の対象となるのは、
原則として未到来納期分の税額
に限ります。また、上記各税目
において詳細要件が定められてい
る場合がありますので、詳しくは
税務課課税係にお問合せください。
▼問合せ　税務課　課税係
　○町民税 ･ 軽自動車税
　　　　　　　　☎ 492―2752
　○固定資産税　☎ 492―2757

税

◆泉佐野税務署からのお
　知らせ
☆税務職員募集のお知らせ
（平成22年度国税専門官採用試験）
▼受験資格
①昭和 56 年４月２日～平成元
年４月１日生まれの方
②平成元年４月２日以降生まれた
方で、大学を卒業した方及び平成
23 年３月までに大学を卒業する見
込みの方。または、人事院が①と
同等の資格があると認める方。
▼採用予定数　約 850 名
※平成 21 年末現在のものであ
り、変動する場合があります。
▼試験の程度　大学卒業程度
▼試験日
○第 1 次試験　６月 13 日（日）
○第 2 次試験
　７月 20 日（火）～ 27 日（火）
の間の第 1 次試験合格通知書で
指定する日時
▼合格者発表日
○第１次試験合格者発表日　　

　　　　　　　７月６日（火）
○最終合格者発表日
　　　　　　８月 20 日（金）
▼申込受付期間
　４月１日（木）～４月 14 日（水）

（郵送の場合は、４月 14 日までの
消印有効）
▼申込書提出先
　第１次試験地を所轄する国税
局（沖縄国税事務所）
▼問合せ　
　大阪国税局人事第二課試験係
　　　　　☎ 06―6941―5331
　泉佐野税務署総務課
　　　　　☎ 462―3471
▼その他
　採用に関する情報は、国税庁
ホームページ (http://www.nta.
go.jp) にも掲載しています。
☆４月は「未成年者飲酒防止
強調月間」です
　成長過程にある未成年者の飲
酒は、本人にとって身体的、精
神的に大きなリスクがあるだけ
でなく、社会的にも大きな影響
を与えます。これを未然に防止
するためには、未成年者が「な
ぜ自分たちがお酒を飲んではい
けないのか」を理解できるよう、
学校のほか、家庭や地域社会な
ど、社会全体で取り組む必要が
あります。
☆平成21年分の振替納付日
について
○所得税の確定申告
　　　　　　４月 22 日（木）
○個人事業者の消費税及び地方
消費税の確定申告
　　　　　　４月 27 日（火）
※確実に振替納付できるよう、
振替納付日の前日までに預貯金
残高の確認をお願いします。
　期限内に納付できなかった場
合や振替口座の残高不足等で振
替できなかった場合には、法定

人 の 動 き
世帯数　７，８４９　（ー１２）
人　口　１８，２４６人（－５８）
男　　　 ８，６０４人（－２１）
女　　　 ９，６４２人（ー３７）平成 22 年３月１日現在
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※くわしくはお問い合わせください。各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談
相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） ４月 14 日（水）・28 日（水）
午後２時〜５時（定員６名）

住民活動センター
企画政策課☎ 492 − 2775

◆行政相談 ４月 20 日（火）
午前 10 時〜正午

役場相談室
企画政策課☎ 492 − 2775

◆障害者相談

■役場相談室（要予約）
　４月16日（金）午後１時30分〜３時
■「まつのき園」相談室
　平日８時 45 分〜 17 時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー
ル等で対応。なお、緊急の電話対応は、
相談員が 24 時間対応。
■「まつのき園」 出張相談（要予約）
　４月 28 日（水）午後１時〜４時

■役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700
■「まつのき園」相談室
　☎ 471 − 6863 ／ FAX471 − 6868
　メールアドレス
　　satsuki-matsunoki@car.ocn.ne.jp
■「まつのき園」 出張相談
　役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700

◆介護相談

■岬町地域包括支援センター
　土日祝日以外
　午前９時〜午後５時 30 分
■在宅介護支援センター淡輪園
　年中無休・24 時間体制

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716

■在宅介護支援センター淡輪園
　☎ 494 − 0789

◆進路選択支援相談 月〜金曜日（祝日は除く）
午前９時〜午後５時 30 分

学校教育課☎ 492 − 2719

◆教育相談 ４月２日（金）・16 日（金）
午後１時 30 分〜３時

指導課☎ 492 − 2719
※なお、就学相談は随時受付

◆消費者相談 ４月９日（金）
午後１時〜４時

監査委員室
産業振興課☎ 492 − 2749

◆人権相談

■岬町住民活動センター
　４月６日（火）・20 日（火）
　午後１時 30 分〜３時
■岬町人権多奈川地域協議会
　（文化センター内）
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時
■岬町人権淡輪地域協議会
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時

■岬町住民活動センター
　人権推進課　☎ 492 − 2773

■岬町人権多奈川地域協議会
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270

■岬町人権淡輪地域協議会
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

文化センター☎ 492 − 0304

◆地域就労支援相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障害者就労・生活相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 ４月 26 日（月）・５月 10 日（月）
午後１時〜２時

岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆乳幼児育児相談 ４月５日（月）・５月 10 日（月）
午前 10 時〜正午

岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆心の健康相談（予約制）
４月６日（火）
午前 10 時～正午　
※精神科相談員による相談を行います。

岬町立保健センター　☎ 492 － 2424

◆相続・遺言相談（予約制）
４月 20 日 ( 火）　午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

岬町立保健センター　
企画政策課　☎ 492 － 2775
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日本伝統工芸展に入選！　

多賀井正夫さん（淡輪在住）
　「第 56 回日本伝統工芸展」に、淡輪在住の多賀井正夫さんが入選し
ました。
　多賀井さんは、27 歳頃に阪南市の土工房「轆轤（ろくろ）」に就職
したのをきっかけに、阪南市在住の陶芸家であり、工房の主催者であ
る古野幸治さんの指導で陶芸を始めました。

　多賀井さんは、陶芸を始めて約 12 年目で入選。入選の感想を聞いてみたところ、「本当に幸運でした。」
とのことでした。また、入選した作品は昨年９月の東京を皮切りに各地で展示され、今年３月には大阪の
大丸百貨店で展示されました。
　日頃は工房の陶芸教室で講師として活躍されています。非常に気さくな多賀井先生の人柄が、さらに多
くの陶芸ファンを増やしていくことでしょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼問合せ　㈲土工房　轆轤（ろくろ）　☎ 476 － 5158

　陶芸の主な工程は、成型、素焼き、本焼きとあり、本焼きの登り窯
では４昼夜にわたり 1,230 度の火に作品をゆだねることになるので、
完璧な設計図を描いたとしても、最後はどのような作品になるかはわ
かりません。まさに陶芸は作者だけでなく自然の力との「共作」であ
るとのことでした。
　「日本伝統工芸展」というと、非常に権威のあるもので、関係者の間
でも人間国宝クラスの作品をイメージすることから、新進の作家達は
応募も躊躇するぐらいの権威があるそうです。

古野幸治さんと多賀井さん（写真右）

作品を作成する多賀井さん

　春の潮風の中でご家族揃ってゆっくり楽しみませんか？

▼期間　４月 17日（土）～６月７日（月）▼開場時間　午前８時～午後５時まで

　※期間中に楽しいイベントを開催します！（入場者のみ参加可能で無料です。）　

　　●５月４日・５日　似顔絵コーナー（人数制限あり）　　　　　　　　　

　　●５月９日　　　　タコの掴み取り（人数制限あり）

　　●５月 16日　　　　大道芸

　　●毎週土曜日　入場者先着 1,000 名様にアサリ汁を無料サービス

▼入場料　大人 1,300 円　　小人 700円　※お土産　大人 800ｇ、小人 500ｇを進呈

▼特典　潮干狩り場に入場された方で、希望される方はマリンロッジ海風館の入浴割引券（当日

のみ有効）をもれなく差し上げます。　

▼駐車場　会場内に有料駐車場有り

　　　　　※駐車場利用時間帯　平日：午前 8時 30分～午後 5時

　　　　　　　　　　　　　　　土・日・祝日：午前 8時～午後 5時

▼問合せ　淡輪漁業協同組合　　☎ 494− 3069

　　　　　淡輪潮干狩管理組合　☎ 494− 2141

広報岬だより平成22年4月号　平成22年（2010年）4月1日発行
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